
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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該当するロには，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の壁又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

曰新規□変恵
（宛先）京者l府知事 平成lh1231 年乏９二月[１２９，日

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
－－－－．；１名一

長岡京市東神足１丁目１０番ｒ号了ご'}、

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
村田士地建物株式会社〕T了

代表取締役社長 藤田能孝
電話｣二075￣９５５－j6196二十

主たる業種 貸し事務所業ｉ!！ 
＃}Ｉ 細分類番号 ６１ ，Ｕ 91111 １ 

事業者の区分

負EZ12条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則島□2条第１項第２号又は第３号

割｡2条第１項第４号

計画期間 ＴＩ□Z平成２３年０４月から平成２６年:０３月まで古

基本方針
Ｌ環境保全管理〔蔭已ベルの向上。i２６丁地球温暖化防｣ｈｂ
49J計画的な長期構想に基づいた緑化活動。

/(３■地域と密着した環境保全活動。
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温室効果ガスの排
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事業の用に供す
る建築物の用途
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〔を現時点のmAx数にして、人員il人当たりのCO2排出麓を計画にした。

重点的に実施する取組の実施計画
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具体的な取組及び
措置の内容

(２１３）と年度

('１２埜三)ﾙﾄﾕ１１年〃度

(;２５） 年i'度

節電対策として３１f秋期の休日を夏季に振替え稼働日数を削減。

太陽光発電及び照十明のＬＥＤ化を実施し、 CO2排出量を削減６

照明器具のＬＥＤ化推進により､ilCO2排出量を削減６

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

JR及び公共交通機関による通勤推奨と片道150101以上の社有車利用の制
限。咄山iト‐

化石燃料の消費削減ＡＩ(環境へ
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,の配慮工と労働安全衛生
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森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の
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地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

9環境フ鼻'アー小中学生向け環境学習活動《'グループ全体での緑化推進と社会環境貢献緑:地評価激ステム'(SEGES)継続認定ｄ
ｑｉＴ地域/社会貢献需二事業所緑化を継続推進しI<ｌｉ１ムラタの立地する地域け社会に密着した事業経営を実現。:hhい丁》/し了いｗ二J！
｡森林保全活動の継続=l(ムラタ'の森）､ｌｉｂその他の環境に配慮した事業活動の推進などを実施６

特記事項
･CSR、国内外の法規制に対した資材グリーン度を調査し、生産用途部資材のグリーン調達100％を維持６
･生物多様性を守るため、ライフサイクル全体の環境負荷低減を考慮したモノつくりの仕組みを構築。
･ライフサイクル全体の省エネ、省資源に配慮した製品アセスメントを実施。


